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「重要な会計上の見積り」の開示例について

○ それぞれの開示例の右上に、好開示例の企業が適用している会計基準を記載しています。

○ 重要な会計上の見積りの開示について、我が国では、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基
準第31号 2020年３月31日）が公表されており、2021年３月31日以後終了する事業年度末に係る財務諸表等より
適用となります。

○ 会計基準が求める注記事項は、次の通りです。

 重要な会計上の見積りの内容を表す項目名

 当年度の財務諸表に計上した金額

 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

（例えば、金額の算出方法、算出に用いた主要な仮定、翌年度の財務諸表に与える影響）

○ 一方、企業内容等の開示に関する内閣府令（以下、開示府令）では、「経営者による財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析（MD&A)」における会計上の見積りに関する記載事項を次の通り定めていま
す（第二号様式記載上の注意(32)a(g)）。

 連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものに
ついて、当該見積り及び当該仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響など、「第
５ 経理の状況」に記載した会計方針を補足する情報を記載すること（以下略）

○ したがって、財務諸表等の注記に重要な会計上の見積りに関する記載がある場合でも、開示府令が求めている事
項に関する記載がない場合、財務諸表等の注記に記載されていない内容については MD&Aへの記載が必要とな
ります。

○ なお、開示府令では、MD&Aに記載すべき事項の全部又は一部を財務諸表等の注記に記載した場合、MD&Aにそ
の旨を記載することによって、当該注記において記載した事項の記載を省略することができるとしています。

！ 会計上の見積りの開示については、IFRSでは財務諸表の注記として記載が求められ、米国SEC規則では非財務情報として記載が求められます。



５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 有価証券報告書（2020年3月期） P54-55

当社グループは、世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループを目指し、その戦略的施策の一環

として、グローバルベースで買収・出資・資本提携等を実施しており、これらの企業結合取引により生

じた無形資産を連結貸借対照表に計上しております。

注記事項の(企業結合等関係)に記載のとおり、当連結会計年度において、PT Bank Danamon Indonesia,

Tbk.(以下、「バンクダナモン」という。)及びFirst Sentier Investors(以下、「ＦＳＩ」という。)は、

それぞれ当社の連結子会社となりました。

これらの企業結合取引の結果として、当社が連結貸借対照表に計上した無形資産の企業結合時におけ

る時価には、バンクダナモンの取得における「代理店との関係」(795億円)及び「コア普通預金」(298億

円)、ＦＳＩの取得における「顧客関連資産」(1,008億円)が含まれております。

これらの無形資産の企業結合日における時価は、当該資産から得られる将来キャッシュ・フローの現

在価値として算定されており、当該キャッシュ・フローの算定に使用される仮定は、機関決定された中

期計画及び機関決定された買収価格の基礎となった中期計画に基づいております。また、時価評価に適

用した重要な見積りや、当該見積りに用いた仮定のうち、主なものは以下のとおりです。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

(3) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 ※ 一部抜粋

買収・出資に伴うのれん及びその他の無形固定資産の評価

経営者は、企業結合時の無形資産の時価及びのれんの額に用いた見積り・仮定は合理的であると考えてい

ます。しかしながら、これらの見積り・仮定には不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化

などにより当該見積り・仮定が変化した場合には、結果として、企業結合時の無形資産への取得原価及びの

れんの額への配分が適切に測定されない可能性があります。

▪ 無形資産の主な内容である「代理店との関係」、「コア普通預金」、「顧客
関連資産」の規模を定量的に記載し、それぞれの見積り方法について、見積
りに用いた仮定を含め、経営戦略に関連付けて、具体的に記載

① 企業結合における無形資産への取得原価の配分

(バンクダナモンの取得により資産計上した無形資産に用いた主な見積り・仮定)

将来キャッシュ・フローに使用される前提は、機関決定された中期計画に基づいており、公正価値評

価の方法として、インカムアプローチ法を用いております。

「代理店との関係」においては、既存代理店との取引が継続する期間において享受できる超過収益に

基づくキャッシュ・フローを現在価値に割引くことにより価値を算定しております。当該キャッシュ・

フローには、インドネシアにおける自動車・二輪車販売市場に関連する市場の成長予測を反映した貸出

実行額の増加率及び過去実績に基づく既存代理店の剥落率などの見積り・仮定を用いています。

「コア普通預金」においては、既存の預金顧客の預金残高が存続する期間において享受できる資金調

達コストの節減効果に基づくキャッシュ・フローを現在価値に割引くことにより価値を算定しておりま

す。当該キャッシュ・フローには、預金顧客の剥落率などの見積り・仮定を用いています。

無形資産に適用する割引率の基礎として、株主資本コストを使用しております。当該割引率には、各

無形資産に関連する将来の取引継続や取引規模、取引採算性の変動等のリスク、事業規模に伴うリスク

を考慮したリスクプレミアムなどの見積り・仮定を用いています。

(ＦＳＩ取得により資産計上した無形資産に用いた主な見積り・仮定)

将来キャッシュ・フローに使用される前提は、機関決定された買収価格の基礎となった中期計画に基づ

いており、公正価値評価の方法として、インカムアプローチ法を用いております。

「顧客関連資産」においては、既存顧客との取引が継続する期間において享受できる超過収益に基づく

キャッシュ・フローを現在価値に割引くことにより価値を算定しております。当該キャッシュ・フローに

は、株式、債券、インフラ等の投資対象の市場成長予測等を反映した預り資産残高の増加率及び過去実績

に基づく既存顧客の剥落率などの見積り・仮定を用いています。

無形資産に適用する割引率の基礎として、株主資本コストを使用しております。当該割引率には、顧客

関連資産に関連するビジネスのリスクを考慮したリスクプレミアムなどの見積り・仮定を用いています。

② のれんの減損処理の要否

当社グループは、世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループを目指し、その戦略的施策の一環とし

て、グローバルベースで買収・出資・資本提携等を実施しており、これらの企業結合取引により生じたのれ

んを連結貸借対照表に計上しております。

買収・出資・資本提携等においては、相手先の属する業界の想定外の変化等により、当社グループの想定

通りのシナジーその他の効果を得られない可能性や、計上したのれんの毀損により、当社グループの事業戦

略、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

当連結会計年度末の連結貸借対照表におけるのれんの計上額は、2,836億円であります。

のれんの減損の兆候の識別、減損損失の認識の判定及び測定は、のれんが帰属する事業に関連する資産グ

ループにのれんを加えた、より大きな単位で行います。

(減損の兆候の識別)

のれんを含む資産グループが、以下のいずれかに該当する場合には、減損の兆候を識別します。

・営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっている場合、又は、継続し

てマイナスとなる見込みである場合

・事業価値を著しく低下させる変化が生じたか、又は、生じる見込みである場合

・営む事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、又は、悪化する見込みである場合

・資産又は資産グループの市場価格が著しく下落した場合

・その他、のれんを含む資産グループに減損が生じている可能性を示す事象が発生していると考えられる場合

(減損損失の認識)

減損の兆候があると識別されたのれんについて、のれんが帰属する事業に関連する資産グループの減損損失

控除前の帳簿価額にのれんの帳簿価額を加えた金額(以下、「帳簿価額」という。)と、のれんを含むより大き

な単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額(以下、「割引前キャッシュ・フロー」という。)を

比較し、後者が前者を上回る場合には、減損損失は認識されません。前者が後者を上回る場合には、のれんの

総額を超えない範囲で、その超過分を減損損失として認識します。

割引前将来キャッシュ・フローの算定は、その性質上、判断を伴うものであり、多くの場合、重要な見積

り・前提を使用します。当該割引前将来キャッシュ・フローの算定に使用される前提は、それぞれのグルーピ

ングにおける将来見込み及び中期計画に基づいており、将来の市場及び経済全体の成長率、現在及び見込まれ

る経済状況を考慮しております。

経営者は、のれんの減損損失の認識の判定に使用した見積りの前提は合理的であると考えています。しかし

ながら、将来の予測不能なビジネスの前提条件の変化による、割引前将来キャッシュ・フローや公正価値の下

落を引き起こすような見積りの変化が、これらの評価に不利に影響し、減損損失が認識されるか否かの判定及

び認識される減損金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

5-22
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４．重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当行の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作

成されております。この連結財務諸表作成に当たっては、連結財務諸表に含まれる金額が、将来事象

の結果に依存するために確定できない場合又は既に発生している事象に関する情報を適時に入手でき

ないために確定できない場合等に、会計上の見積りを行わなければなりません。当行グループは、過

去の実績や状況を分析し合理的であると考えられる様々な要因を考慮して見積りや判断を行い、その

結果が、連結財務諸表における資産・負債及び収益・費用の計上金額の基礎となります。当行グルー

プは、連結財務諸表に含まれる会計上の見積り及び判断の適切性、必要性に対して、継続して評価を

行っておりますが、実際の結果は、見積りに特有の不確実性があるために、これら見積り時の計上金

額と大幅に異なる結果となる可能性があることから、特に慎重な判断が求められます。

当行グループは、特に以下の重要な会計方針が、連結財務諸表の作成において使用される見積りと

判断に大きな影響を及ぼすと考えております。

貸倒引当金

当行及び国内信託銀行子会社では、すべての債権を、資産の自己査定基準に基づき、営業推進部署

及び審査部署が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括担当部署が査定結果を検証して

おり、その査定結果に基づいて、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり貸倒引当金を計

上しております。

また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は

今後１年程度続くものと想定し、特に当行及び一部の連結子会社の特定業種向け貸出金等の信用リス

クに大きな影響があるとの仮定を置いております。こうした仮定のもと、当該影響により予想される

損失に備えるため、特定債務者の債務者区分を足許の業績悪化の状況を踏まえて修正するとともに、

特定業種ポートフォリオの貸倒実績に予想される業績悪化の状況に基づく修正を加えた予想損失率に

よって、貸倒引当金70億円を追加計上しております。なお、当該金額は現時点の最善の見積りである

ものの見積りに用いた仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況や

その経済環境への影響が変化した場合には、翌年度の連結財務諸表において当該貸倒引当金は増減す

る可能性があります。

当行グループは、現状の貸倒引当金計上額で、当行グループが認識する信用リスクから発生しうる

損失を十分にカバーしていると考えておりますが、将来見込み等必要な修正を加えているものの貸倒

引当金の見積りは基本的に過去の貸倒実績により計算しているため、急激な経済環境の変化や担保価

値の下落によって、実際の貸倒損失が予測したそれと大きく異なり、引当額を大幅に上回り、貸倒引

当金が不十分となる可能性があります。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

株式会社新生銀行 有価証券報告書（2020年3月期） P48-50

（１）貸倒引当金について、新型コロナウイルス感染症の影響に関する見

積りの仮定や追加引当額を具体的に記載

（２）利息返還損失引当金について、各グループ会社ごとに見積りの仮定

や算定方法を具体的に記載

（中略）

利息返還損失引当金

連結子会社である新生フィナンシャルや新生パーソナルローン、アプラスフィナンシャルにおいて

利息返還損失引当金を計上しております。利息返還損失引当金は、利息制限法の上限金利を超え、い

わゆる出資法の上限金利以下の貸付利率（いわゆるグレーゾーン金利）により営業を行っていた貸金

業者が、債務者から利息制限法の上限金利を超過して支払った利息の返還請求に起因して生じる返還

額（損失）に備えて設定する引当金です。

利息の返還請求は、貸付けに関する契約書に債務者が超過利息を含む約定利息の支払を遅滞したと

きには期限の利益を喪失する旨の特約が含まれる場合、特段の事情がない限り、当該超過利息は任意

に支払われたとは認められないとする2006年の最高裁判所の判断に基づくもので、一般的に、債務者

からの返還請求があれば、利息制限法に定められた利息の最高限度額の超過部分（超過利息）につい

て貸金業者は返還することとなります。新生フィナンシャル、新生パーソナルローン及びアプラス

フィナンシャルの消費者金融については、2007年度より新規顧客及び既存顧客の一部について既に引

き下げ後の上限金利を適用して新たな貸付を行い、2010年６月の改正貸金業法の完全施行により、新

規貸付はすべて利息制限法の範囲内で実施しておりますが、過去にグレーゾーン金利で営業を行って

おり、債務者等から返還請求があるため利息返還損失引当金の計上が必要となります。

利息返還損失引当金の計算にあたっては、グレーゾーン金利により貸し付けられた貸付金（以下

「グレーゾーン金利により貸し付けられた貸付金」を「貸付金」という。）を対象として、新生フィ

ナンシャル及び新生パーソナルローンについては過払利息返還の対象となる母集団（口座数）に当該

母集団のうち弁護士事務所・司法書士事務所の介入等により、顧客から過払利息の返還請求がなされ

るであろう比率（介入率）又は当該母集団のうち債務者との和解した比率（和解率）と１顧客当たり

の返還請求見込み金額等を対象となる母集団の口座数が一定数以下になるまで乗じることにより将来

返還が見込まれる額を見積っております。またアプラスフィナンシャルについては過去の返還請求件

数の推移から将来の一定期間における返還請求件数を予想し、それに１顧客当たりの返還請求見込み

金額を乗じることにより、将来返還が見込まれる額を見積っております。なお、利息返還損失引当金

の見積りにあたっては、過去の利息返還額の発生状況を分析し将来にわたる利息返還損失額を合理的

に予想して計算する必要があることから、口座数が時効の到来によりどの程度減少するかや過去の介

入率、和解率、返還請求件数、１顧客当たりの返還請求金額などが将来どのように遷移していくかの

補正を行っております。

近時では「グレーゾーン金利」に関する取引履歴開示請求の件数や過払金返還額は過去のピークを

大きく下回って安定的に推移しており、将来の予想を加味した見積りにより過払金返還に係る追加的

な損失の発生は限定的になるものと認識しております。他方、引当金額は基本的に過去の経験に基づ

く要素をもとに計算されており、現時点では予想できない将来の環境変化等によって、現在の引当金

額が将来の過払金返還請求及び関連する貸倒損失への対応として不十分である場合は、追加の費用が

生じる可能性があります。 ・
・
・・

・
・
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2020年３月31日現在のセグメントごとの営業権の帳簿価額は以下のとおりです。

上述の中期計画を除く、2019年度の減損判定における、ソニーの報告単位の公正価値への影響に関する

感応度分析を含む重要な前提の検討は下記のとおりです。

・割引率は5.2％から10.8％の範囲です。他の全ての前提を同一とし、割引率を１％増加させた場合におい

ても、営業権の減損損失を認識することはありませんでした。

・Ｇ＆ＮＳ分野、ＥＰ＆Ｓ分野、Ｉ＆ＳＳ分野及び金融分野の報告単位におけるターミナル・バリューに

適用された成長率はおおよそ1.0％から1.5％の範囲です。音楽分野の報告単位における中期計画を超える

期間の成長率は０％から5.2％の範囲、映画分野では3.0％から4.5％の範囲です。他の全ての前提を同一と

し、成長率を１％減少させた場合においても、営業権の減損損失を認識することはありませんでした。

・映画分野の報告単位におけるターミナル・バリューの算定に使用される利益倍率は9.0から10.0の範囲で

す。他の全ての前提を同一とし、利益倍率を1.0減少させた場合においても、営業権の減損損失を認識する

ことはありませんでした。

マネジメントは、営業権の減損判定における公正価値の見積りに用いられた前提は、新型コロナウイル

ス感染拡大による潜在的な影響などを含め、合理的であると考えています。しかしながら、新型コロナウ

イルス感染拡大により影響を受ける期間や度合いは不確実であり、今後の事態の進展によってはソニーの

見積りや前提に変動をもたらす可能性があります。またこれらの見積りが実績と乖離する可能性がありま

す。結果として、将来の予測不能なビジネスの前提条件の変化による、将来キャッシュ・フローや公正価

値の下落を引き起こすような見積りの変化が、これらの評価に不利に影響し、将来においてソニーが営業

権及びその他の無形固定資産の減損損失を認識することになる可能性があります。

（1）重要な会計方針及び見積り

営業権及びその他の無形固定資産

営業権及び耐用年数が確定できない非償却性無形固定資産は、年１回第４四半期及び減損の可能性を

示す事象又は状況の変化が生じた時点で減損の判定を行います。事象又は状況の変化とは、設定された

事業計画の下方修正や実績見込みの大幅な変更、あるいは外的な市場や産業固有の変動などで、それら

はマネジメントにより定期的に見直されています。

2019年度第４四半期において、ソニーは営業権の定性的評価を行わず、報告単位の公正価値とその報

告単位の営業権を含む帳簿価額の比較による定量的手続を行いました。報告単位とは、ソニーの場合、

オペレーティング・セグメントあるいはその一段階下のレベルを指します。報告単位の公正価値がその

帳簿価額を上回る場合、その報告単位の営業権について減損損失は認識されません。報告単位の帳簿価

額がその公正価値を上回る場合には、報告単位に配分された営業権の総額を超えない範囲で、その超過

分を減損損失として認識します。耐用年数が確定できない非償却性無形固定資産の減損判定では、公正

価値と帳簿価額を比較し、帳簿価額がその公正価値を超過する場合には、その超過分を減損損失として

認識します。

営業権の減損判定における報告単位の公正価値の決定は、その性質上、判断をともなうものであり、

多くの場合、重要な見積り・前提を使用します。同様に、非償却性無形固定資産の公正価値の決定にお

いても、見積り・前提が使用されます。これらの見積り・前提は減損が認識されるか否かの判定及び認

識される減損金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

これらの減損判定において、ソニーは、社内における評価を行い、またマネジメントが妥当と判断す

る場合には第三者による評価を活用するとともに、一般に入手可能な市場情報を考慮に入れています。

報告単位及び非償却性無形固定資産の公正価値は通常、割引キャッシュ・フロー分析により算定してい

ます。この手法は、将来見積キャッシュ・フロー（その支払・受取時期を含む）、将来キャッシュ・フ

ロー固有のリスクを反映した割引率、永続成長率、利益倍率、類似企業の決定、類似企業に対してプレ

ミアムあるいはディスカウントが適用されるべきかどうかの決定等多くの見積り及び前提を使用します。

営業権を持たない報告単位も含めて、報告単位の公正価値の総額に対するソニーの時価総額を考慮し、

適切なコントロール・プレミアムとともに、個々の報告単位に配分されない全社に帰属する資産と負債

も考慮します。

将来見積キャッシュ・フロー（その支払・受取時期を含む）に使用される前提は、それぞれの報告単

位における見込み及び中期計画にもとづいており、過去の経験、市場及び産業データ、現在及び見込ま

れる経済状況を考慮しています。永続成長率は主に中期計画の３ヵ年予測期間後のターミナル・バ

リューを決定するために使用されています。映画分野の報告単位など、特定の報告単位においては、よ

り長い見込期間、及び予測期間最終年度の見積キャッシュ・フローに適用される利益倍率を用いた出口

価格に、コントロール・プレミアムを加味して算定されたターミナル・バリューを使用しています。割

引率は類似企業の加重平均資本コストにより算出されています。

2019年度の減損判定において、営業権を持つ全ての報告単位の公正価値が帳簿価額を超過していたた

め、営業権の減損損失を認識することはありませんでした。また、重要な営業権を持つ報告単位におい

て公正価値は帳簿価額を少なくとも10％以上超過しています。耐用年数の確定できない非償却性資産に

おいても、公正価値が帳簿価額を超過していたため、減損損失を認識することはありませんでした。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

ソニー株式会社（1/2）有価証券報告書（2020年3月期） P29-30

金額
（単位：百万円）

Ｇ＆ＮＳ 170,974
音楽 391,325
映画 152,374
ＥＰ＆Ｓ 12,189
Ｉ＆ＳＳ 46,192
金融 10,834
合計 783,888

（１）将来見積キャッシュ・フローについて、報告単位の中期計画や永続成長

率などに基づいている旨を具体的に記載

（２）減損テストの結果、公正価値がどの程度帳簿価額を超過しているかを記

載

（３）使用した永続成長率や割引率（類似企業の加重平均資本コストにより算

定）を数値で具体的に記載するとともに、公正価値を低下させる変化が

生じた場合、、減損損失が発生する可能性について記載
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一方、将来の予測される利益の改善や継続した利益の計上、ビジネス構造の変革といった他の要因に

よって、関連する質的要因や不確実性を考慮した上で、税金費用の戻し入れをともなう評価性引当金

の取崩しが計上される可能性があります。現在の見込みにおいて予想していないこれらの要因や変化

は、評価性引当金が計上又は取崩される期間において、ソニーの業績又は財政状態に重要な影響を与

える可能性があります。

米国税制改革法により企業に対する米国の課税方法が大きく変わりました。米国税制改革法では、

従来の米国の税法では要求されていなかった複雑な計算や米国税制改革法の規定の解釈における重要

な判断、計算における重要な見積り、ならびに従来は関連性がないもしくは定期的に作成されていな

い情報の収集と分析が必要となります。米国財務省、内国歳入庁ならびにその他基準設定機関により、

米国税制改革法の規定の適用・施行に関する解釈とガイダンスの発行が引き続き行われる予定です。

ガイダンスが今後発行されることにより、従来計上した税金引当額に対して修正を行い、当該修正を

行う期間の財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。

繰延税金資産の評価

繰延税金資産の帳簿価額は、入手可能な証拠にもとづいて50％超の可能性で回収可能性がないと考え

られる場合、評価性引当金の計上により減額することが要求されます。したがって、繰延税金資産にか

かる評価性引当金計上の要否は、繰延税金資産の回収可能性に関連するあらゆる肯定的及び否定的証拠

を適切に検討することにより定期的に評価されます。この評価に関するマネジメントの判断は、それぞ

れの税務管轄ごとの当期及び累積損失の性質、頻度及び重要性、不確実な税務ポジションを考慮した将

来の収益性予測、税務上の簿価を超える資産評価額、繰越欠損金の法定繰越可能期間、過去における繰

越欠損金の法定繰越可能期間内の使用実績、繰越欠損金及び繰越税額控除の期限切れを防ぐために実行

される慎重かつ実行可能な税務戦略を特に考慮します。

過年度に計上した損失の結果、2020年３月31日現在、繰延税金資産に対して総額で6,082億円の評価

性引当金を計上しています。この評価性引当金には、日本における当社とその連結納税グループの法人

税にかかるものが2,748億円、地方税にかかるものが1,255億円含まれています。日本において、繰延税

金資産に対して評価性引当金を引き続き計上するかどうかの分析における重要な要素は、比較的に短い

繰越欠損金の繰越可能期間を考慮したうえでの収益見通しとなります。2020年初頭からの新型コロナウ

イルス感染拡大による影響により将来の収益性の見込が不確実であることから、2019年度においては過

去数年にわたって利益を計上しているものの、日本における当社とその連結納税グループにおける繰延

税金資産（純額）には引き続き評価性引当金を計上しています。また、米国において、主に外国税額控

除及び一部の試験研究費税額控除に関する約600百万米ドルの繰延税金資産に対して評価性引当金を引

き続き計上しています。今後の米国の税務ポジション及びこれらの繰延税金資産の使用状況によっては、

将来において当該繰延税金資産にかかる評価性引当金を取り崩す可能性があります。

ソニーは、日本及び様々な税務管轄において法人税を課されており、通常の営業活動、とりわけ連結

会社間の移転価格において、最終的な税額の決定が不確実な状況が多く生じています。繰延税金資産の

金額は、連結会社間の移転価格の決定による各税務管轄における課税所得の最終的な配分などに関する

ソニーの判断にもとづき不確実な税務ポジションのうち50％超の可能性で起こり得る最終的な結果を考

慮しています。繰延税金資産の評価に関する見積りは、貸借対照表日時点で適用されている税制や税率

にもとづいており、また、ソニーの財務諸表及び税務申告書で認識されている事象に関して将来に起こ

り得る税務上の結果についてのマネジメントの判断と最善の見積り、様々な税務戦略を実行する能力、

一定の場合においての将来の結果に関する予測、事業計画及びその他の見込みを反映しています。ソ

ニーが事業を行っているそれぞれの税務管轄における現在の税制や税率の改正は、実際の税務上の結果

に影響を与える可能性があり、市場経済の悪化やマネジメントによる構造改革の目標未達は、将来にお

ける業績に影響を与える可能性があります。そして、これらのいずれかが、繰延税金資産の評価に影響

を与える可能性があります。将来の結果が計画を下回る場合、税務調査の結果や連結会社間の移転価格

に関する事前確認制度の交渉が現在の損益配分に関する予想と異なる結果となる場合、及び税務戦略の

選択肢が実行可能ではなくなる場合や売却を予定する資産の価値が税務上の簿価を下回ることになる場

合には、繰延税金資産を回収可能額まで減額するために、将来において追加的な評価性引当金の計上が

要求される可能性があります。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

ソニー株式会社（2/2）有価証券報告書（2020年3月期） P31-32

（１）評価性引当金を計上している納税主体について、金額を含めて記載

（２）評価性引当金の計上又は取崩しの判断において重視されるポイント

を記載

（３）税制や税率の改正、経営環境の変化による移転価格制度を含めた税

務戦略の見直しなど、繰延税金資産の評価に影響を与える可能性が

ある事象について具体的に記載
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(感応度分析)

トヨタの業績に重大な影響を与える金融損失の程度は、主に損失発生の頻度、予想損失程度という

２つの要素の影響を受けます。金融損失引当金は様々な仮定および要素を考慮して、少なくとも四半

期ごとに評価されており、発生しうる損失を十分にカバーするかどうか判断しています。次の表は、

トヨタが主として米国において金融損失引当金を見積もるにあたり、損失発生の頻度または予想損失

程度の仮定の変化を示したものであり、他のすべての条件はそれぞれ一定とみなしています。金融損

失引当金がトヨタの金融事業に対して与える影響は重要であり、損失発生の頻度または予想損失程度

の仮定の変化に伴う金融損失引当金の変動が金融事業に与える影響を示しています。

⑪重要な会計上の見積り

b.貸倒引当金および金融損失引当金

トヨタの小売債権およびファイナンス・リース債権は、乗用車および商用車により担保されている分

割払い小売販売契約からなります。回収可能性リスクは、顧客もしくは販売店の支払不能や、担保価値

(売却費用控除後) が債権の帳簿価額を下回る場合を含んでいます。トヨタの会計方針として貸倒引当

金および金融損失引当金を計上しており、この引当金は、金融債権、売掛債権およびその他債権の各

ポートフォリオの減損金額に対するマネジメントによる見積りを反映しています。貸倒引当金および金

融損失引当金は、信用リスク評価プロセスの一環として行われている体系的かつ継続的なレビューおよ

び評価、過去の損失の実績、ポートフォリオの規模および構成、現在の経済的な事象および状況、担保

物の見積公正価値およびその十分性、ならびにその他の関連する要因に基づき算定されています。この

評価は性質上判断を要するものであり、重要な変動の可能性のある将来期待受取キャッシュ・フローの

金額およびタイミングを含め、重要な見積りを必要とするものです。マネジメントは、現在入手可能な

情報に基づき、貸倒引当金および金融損失引当金は十分であると考えていますが、(ⅰ) 資産の減損に

関するマネジメントの見積りまたは仮定の変更、(ⅱ) 将来の期待キャッシュ・フローの変化を示す情

報の入手、または (ⅲ) 経済およびその他の事象または状況の変化により、追加の引当金が必要となっ

てくる可能性があります。新車の価格を押し下げる効果をもつセールス・インセンティブが販売プロ

モーションの重要な構成要素であり続ける限り、中古車の再販価格およびそれに伴う小売債権ならびに

ファイナンス・リース債権の担保価値はさらなる引下げの圧力を受ける可能性があります。これらの要

因によりトヨタの貸倒引当金および金融損失引当金を大幅に増加させる必要が生じた場合、将来の金融

事業の業績に悪影響を与える可能性があります。これらの引当金のうち、トヨタの業績に対してより大

きな影響を与える金融損失引当金のレベルは、主に損失発生の頻度と予想損失程度の２つの要因により

影響を受けます。トヨタは、金融損失引当金を評価する目的で、金融損失に対するエクスポージャーを

「顧客」と「販売店」という２つの基本的なカテゴリーに分類します。トヨタの「顧客」カテゴリーは

比較的少額の残高を持つ同質の小売債権およびファイナンス・リース債権から構成されており、「販売

店」カテゴリーは卸売債権およびその他のディーラー貸付金です。金融損失引当金は少なくとも四半期

ごとに見直しを行っており、その際には、引当金残高が将来発生する可能性のある損失をカバーするた

めに十分な残高を有しているかどうかを判断するために、様々な仮定や要素を考慮しています。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

トヨタ自動車株式会社 有価証券報告書（2020年3月期） P46

金額：百万円

2020年３月31日現在

の金融損失引当金

に与える影響

損失発生頻度

または予想損失程度の10％の変動
6,312

（１）セールス・インセンティブという商慣行が貸倒引当金及び金融損

失引当金の見積りに与える影響を具体的に記載

（２）見積りの要素である損失発生頻度又は予想損失の程度が変動した

場合に経営成績に与える影響について定量的に記載

5-26

（１）

（２）

米国基準



５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

本田技研工業株式会社 有価証券報告書（2020年3月期） P36-38

特に重要な見積りを伴う会計方針とは、本質的に不確実性があり、次連結会計年度以降に変更する可

能性がある事項、または当連結会計年度において合理的に用いうる他の見積りがあり、それを用いるこ

とによっては財政状態および経営成績に重要な相違を及ぼすであろう事項の影響に関して見積りを行う

必要がある場合に、最も困難で主観的かつ複雑な判断が要求されるものです。また、当社および連結子

会社をとりまく市場の動向や為替変動などの経済情勢により、これらの見積りの不確実性は増大します。

現時点において、新型コロナウイルス感染症の拡大規模や収束時期などの合理的な予測は困難ですが、

当社および連結子会社は入手しうる情報を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束し、企業の

経済活動が再開され、市場が徐々に回復していくとの仮定を利用した見積りに基づき会計処理していま

す。新型コロナウイルス感染症の収束時期や各国・地域の対応を踏まえた市場の動向、経済情勢の不透

明さが継続する場合には、見積りの不確実性は増大し、事後的な結果との間に重要な乖離が生じる可能

性があります。

次に挙げるものは、当社および連結子会社のすべての会計方針を包括的に記載するものではありませ

ん。当社および連結子会社の重要な会計方針は、連結財務諸表注記の「３ 重要な会計方針」に記載さ

れています。

連結財務諸表に関して、認識している特に重要な見積りを伴う会計方針は、以下のとおりです。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

② 特に重要な見積りを伴う会計方針について

(製品保証)

（１）「連結財務諸表注記」の重要な会計方針等の注記の記載にとどまらず、

経営者として特に重要と考えている会計上の見積りの内容を記載

（２）見積りの仮定について、どのような指標を利用しているか具体的に

記載

当社および連結子会社は、特定の期間、製品に保証を付与しているとともに、必要に応じて主務官庁

への届出等に基づいて個別に無償の補修を行っています。製品保証は、製品の種類、販売地域の特性お

よびその他の要因に応じて異なります。

製品保証引当金には、保証書に基づく無償の補修費用、主務官庁への届出等に基づく個別の無償補修

費用が含まれます。保証書に基づく無償の補修費用は、製品を販売した時点で認識しており、主務官庁

への届出等に基づく新規の保証項目に関連する費用については、経済的便益を有する資源の流出が生じ

る可能性が高く、その債務の金額について信頼性をもって見積ることができる場合に、引当金を認識し

ています。製品保証引当金は、過去の補修実績、過去の売上実績、予測発生台数および予測台当たり補

修費用等を含む将来の見込みに基づいて見積り、計上しています。当社および連結子会社の製品の構成

部品の一部は、部品供給会社によって製造され、部品取引基本契約書に基づき、当社および連結子会社

に対し、保証されています。

当社は、見積りの変化が親会社の所有者に帰属する当期利益に重要な影響を及ぼす可能性があり、本

質的に不確実な将来のクレームの頻度と金額を見積ることが必要となるため、製品保証引当金に関する

見積りを、「特に重要な会計上の見積り」に該当すると考えています。

当社および連結子会社は、製品保証引当金が適切かどうかを常に確認しています。したがって、発生

が見込まれる製品保証に関連する費用について、必要十分な金額を引当計上していると考えています。

実際の発生は、それらの見積りと異なることがあり、引当金の計上金額が大きく修正される可能性が

あります。

製品保証引当金の増減および売上収益は、以下のとおりです。

前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

(百万円)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

(百万円)

製品保証引当金

期首残高(既報告額) 457,596 458,482

会計方針の変更による影響額 △4,536 －

期首残高(調整後) 453,060 458,482

繰入額(注) 247,194 212,275

取崩額 △231,230 △250,522

戻入額 △17,596 △26,843

在外営業活動体の為替換算差額 7,054 △12,703

期末残高 458,482 380,689

売上収益 15,888,617 14,931,009

(注) 前連結会計年度および当連結会計年度における繰入額は、主に四輪事業における主務官庁への届出

等に基づく無償の補修費用によるものです。
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（b）シップ・フロム・ストック・アンド・デビット・プログラムについて

シップ・フロム・ストック・アンド・デビット・プログラム（以下、シップ・アンド・デビット）

は、代理店が顧客への販売活動における市場での価格競争に対して代理店を補助する仕組みです。

シップ・アンド・デビットが適用されるためには、代理店が在庫から顧客へ販売する特定部分につい

ての価格調整を、代理店が要求する必要があります。シップ・アンド・デビットは、現在及び将来の

代理販売において、代理店が顧客へ販売する特定部分について適用されることがあります。IFRS第15

号に準拠し、当社は代理店に対して収益を認識した時点で、その代理店への売上高にシップ・アン

ド・デビットが適用される可能性を考慮して、その売上高に関連する代理店の将来の活動に対して変

動対価を見積り、計上しています。当社は、当該期間における売上高、代理店に対する売掛金の残額、

代理店の在庫水準、現時点までの推移、市場状況、設備製造業やその他顧客に対する直接的な販売活

動に基づく価格変動の傾向、売上情報、マーケティングやその他主要な経営手段を用いて、売上高に

対する変動対価を見積り、計上しています。これらの手続きは慎重な判断のもとで行われており、ま

たその結果、当社はシップ・アンド・デビットにおける変動対価について、妥当な算定、計上ができ

ていると考えています。これまでの当社の実際の結果と算定額に重要な乖離はありません。

リベートについて

「産業・自動車用部品」と「ドキュメントソリューション」における代理店への販売において、当

社は、定められた期間内に予め定めた売上目標を達成した代理店に対し、現金でリベートを支払って

います。このリベートについては、収益を認識した時点で各代理店の予想販売額を見積り、当該予想

販売額を収益から控除しています。

返品について

当社は、収益を認識した時点で過去の実績に基づいて返品による損失額を見積り、収益から控除し

ています。

製品保証について

「ドキュメントソリューション」において、当社は、製品に対して通常1年間の製品保証を提供し

ています。また、最終消費者への販売において、1年間の保証期間終了後、延長保証契約を締結する

場合があります。役務提供に係る収益については、契約期間にわたり収益を認識しています。

また、製品販売、製品保証など複数の財又はサービスを提供する複数要素取引に係る契約について

は、契約に含まれる履行義務を識別し、契約の対価を配分する必要がある場合には、取引価格を独立

販売価格に基づき配分しています。

（4）重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

h．収益認識

当社は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（以下「IFRS第15号」）に従い、IFRS第9号「金

融商品」に基づく利息及び配当金等、及び、IFRS第16号（前連結会計年度はIAS第17号「リース」）に

基づくリース契約等を除く顧客との契約について、次のステップを適用することにより、収益を認識し

ています。

当社は、情報通信、自動車関連、環境・エネルギー並びに医療・ヘルスケア等の市場における販売を

主な収益源としています。当社におけるレポーティングセグメントは、「産業・自動車用部品」、「半

導体関連部品」、「電子デバイス」、「コミュニケーション」、「ドキュメントソリューション」、

「生活・環境」で構成されています。

これらのレポーティングセグメントにおいて、顧客への販売は、顧客と締結した取引基本契約書及び

注文書に記載された条件に基づいて行われます。当該契約書及び注文書には、価格、数量並びに所有権

の移転時点が記載されています。

顧客からの注文の大半において、製品が顧客へ出荷された時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得

することから、履行義務が充足されると判断し、収益を認識しています。「ドキュメントソリューショ

ン」及び「生活・環境」における、最終消費者向けの設置を伴うプリンター、複合機や太陽光発電シス

テムの販売を除くその他の顧客からの注文については、顧客が製品を受領した時点で顧客が当該製品に

対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、収益を認識しています。「ドキュメ

ントソリューション」及び「生活・環境」における、最終消費者向けの設置を伴うプリンター、複合機

や太陽光発電システムの販売については、契約上の義務がない限り、製品が設置され、顧客が受入れた

時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しています。

すべてのセグメントにおいて、当社は製品に欠陥があった場合のみ返品を受入れます。また、当社の

販売条件には、「電子デバイス」における販売プログラムを除いて、価格保証、ストック・ローテー

ションまたは返品規定はありません。

販売奨励金について

「電子デバイス」において、各種電子部品を販売する代理店への販売については、以下の様々な販促

活動が定められており、顧客との契約において約束された対価から販売奨励金を控除した金額で収益を

測定しています。

（a）ストック・ローテーション・プログラムについて

ストック・ローテーション・プログラムとは、品質に問題のない在庫について、直近6ヵ月の売上高

に対して特定の比率を乗じ算出される金額分を、代理店が半年毎に返品することが可能な制度です。売

上高に対するストック・ローテーション・プログラムの引当金は、現時点までの推移、現在の価格と流

通量の情報、市場の特定の情報や売上情報、マーケティングやその他主要な経営手段を用いて算出した

代理店の売上高に対する比率に基づき、収益認識時点で算定し、計上されており、これらの手続きには、

重要な判断を必要とします。当社は、ストック・ローテーション・プログラムによる将来の返品につい

て妥当な算定ができていると考えており、これまでの実際の結果と算定額に重要な乖離はありません。

なお、製品が返品され、検収された時点で、代理店に対する売掛金を減額しています。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

京セラ株式会社 有価証券報告書（2020年3月期） P40-41

（中略）

▪ 販売奨励金について、見積額と実績を比較した結果を記載
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当社グループは、国内社債の利回りに基づいて割引率を設定しております。具体的には割引率

は2020年３月31日時点における、国債のうち満期までの期間が予想される将来の給付支払の時期

までの期間と同じ銘柄の利回りを基礎としております。当連結会計年度末における割引率は

0.5％であります。

当社グループは、過去の運用実績と将来収益に対する予測を評価することにより長期期待運用

収益率を設定しております。かかる長期期待運用収益率は、株式及び社債等の投資対象資産グ

ループ別の長期期待運用収益の加重平均に基づいております。前連結会計年度及び当連結会計年

度末における、年金資産の長期運用利回りは、ともに2.5％であります。長期期待運用収益率は

持分証券26.0％、負債証券54.0％、生保一般勘定18.0％及び短期資金2.0％の資産構成を前提とし

て算定しております。

これらの基礎率は退職給付債務及び費用に重要な影響を及ぼします。割引率及び長期期待運用

収益率をそれぞれ0.5％変更した場合の連結財務諸表への影響は以下のとおりであります。

その他の年金制度は、退職一時金の支給か一定の条件での年金支給のどちらかとなりますが、

従業員が定年に達する前に退職する場合は、通常、一括で支給されます。

ｉ．新会計基準

「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 連結財務諸表に関する注記

１ 連結会計方針 Ｆ 会計処理基準 (16）新会計基準」に記載しております。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

ｅ．有価証券・投資の評価損

有価証券・投資のうち負債証券については、公正価値が帳簿価額を下回り、かつ、公正価値の低

下が一時的でないと判断される場合は、評価損が計上されます。当社グループは、負債証券の公正

価値の下落が一時的であるかどうかを、下落の期間や程度、発行体の財政状態や業績の見通し、又

は公正価値の回復が予想される十分な期間にわたって保有する意思、などを含めた基準により四半

期毎に判断しております。

また、持分証券については、公正価値により測定し、未実現の保有損益は純損益に計上しており

ます。

当社グループは、評価損を判断する基準は合理的なものであると考えておりますが、市場の変化

や、予測できない経済及びビジネス上の前提条件の変化によって個々の投資に関する状況の変化が

あった場合には、有価証券・投資の評価額に影響を受ける可能性があります。

なお、2020年３月31日現在、当社グループが保有する負債証券のいくつかの銘柄については未実

現損失が発生しております。これらの銘柄については、下落期間や入手可能な発行体の業績等をも

とに一時的な下落であると判断し、評価損は計上しておりません。

2020年３月31日現在、重要な影響を与える未実現損失は発生しておりません。

ｇ．のれん及びその他の無形固定資産の減損

耐用年数が確定できないのれん及びその他の無形固定資産については、少なくとも１年に一回、

又は事業環境や将来の業績見通しの悪化、事業戦略の変化、リスク調整後割引率の変動等、減損の

判定が必要となる兆候が発生した場合に減損の判定を行っており、報告単位の公正価値の評価にあ

たっては、独立した外部の評価機関を利用しております。のれんやその他の無形固定資産を含む報

告単位の公正価値を評価し、公正価値が報告単位の帳簿価額を下回っていると判断される場合には、

その下回る額について減損損失として計上することになります。のれん及びその他の無形固定資産

の帳簿価額の回復可能性がないと判断された場合、のれんの公正価値の決定において、評価機関は

観察不能なインプットを含む現在価値法を採用しております。商標権の公正価値の決定においては、

評価機関は観察不能なインプットを含むロイヤルティ免除法を採用しております。

2020年３月31日時点における評価の結果、のれん、商標権及びソフトウェアの減損をそれぞれ217

百万円、191百万円及び65百万円認識しております。

ｈ．退職金及び退職年金

当社グループは従業員の大多数を対象とするいくつかの退職金制度を有しており、㈱ワコール及

び一部の子会社は確定給付企業年金制度を採用しております。前払年金費用、退職給付に係る負債

及び退職給付費用は、数理計算上の仮定に基づいて算出されております。これらの仮定には、割引

率、年金資産の長期期待運用収益率、退職率、死亡率等が含まれております。当社グループは、使

用した数理計算上の仮定は妥当なものと判断しておりますが、仮定自体の変更により、前払年金費

用、退職給付に係る負債及び退職給付費用に悪影響を与える可能性があります。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

株式会社ワコールホールディングス 有価証券報告書（2020年3月期） P26-27

（中略）

退職給付費用への影響額 退職給付債務への影響額

割引率：0.5％減少 274百万円の増加 2,008百万円の増加

割引率：0.5％増加 228百万円の減少 1,826百万円の減少

長期期待運用収益率：0.5％減少 140百万円の増加 －

長期期待運用収益率：0.5％増加 142百万円の減少 －

（１）有価証券・投資の評価損について、含み損が発生している旨や連結

財務諸表に与える影響の程度を記載

（２）退職金及び退職年金について、長期期待運用収益率の算定の前提で

ある年金資産の資産構成割合を記載

（３）退職金及び退職年金について、割引率や長期期待運用収益率が変動

した場合の連結財務諸表への影響額を具体的に記載
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基礎率

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における当社及び連結子会社の確定給付制度債務の計算を

行うに当たって用いた加重平均基礎率は以下のとおりです。

当社及び連結子会社の割引率は、主に各年度の測定日における高格付けの固定利付社債に基づき決

定しております。

当社の企業年金基金制度に関する年金給付計算は、キャッシュバランスプラン制度を除き、給与水

準に基づかないため、確定給付制度債務及び純期間年金費用の計算において将来昇給は考慮しており

ません。

年金制度における年金数理計算上の基礎率の変動による感応度は以下のとおりです。

(6)重要な判断を要する会計方針及び見積り

確定給付費用及び確定給付制度債務

・従業員の確定給付費用及び確定給付制度債務は、割引率、退職率及び死亡率など年金数理計算上の基

礎率に基づき見積られています。IFRSでは、実績と見積りとの差はその他の包括利益として認識後、即

時に利益剰余金に振替えられるため、包括利益及び利益剰余金に影響を及ぼします。経営者は、この数

理計算上の仮定を適切であると考えていますが、実績との差異や仮定の変動は将来の確定給付費用及び

確定給付制度債務に影響します。

・当社及び連結子会社の割引率は、各年度の測定日における高格付けの固定利付社債もしくは日本の長

期国債の利回りに基づき決定しています。各測定日に決定した割引率は、測定日現在の確定給付制度債

務及び翌年度の純期間費用を計算するために使用されます。

・確定給付費用及び確定給付制度債務に関する見積りや前提条件については連結財務諸表注記事項18.

「従業員給付」を参照願います。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

三井物産株式会社 有価証券報告書（2020年3月期） P52,166

（１）MD＆Aの「（6）重要な判断を要する会計方針及び見積り」に、経

理の状況の従業員給付の注記だけでは不足している情報を記載

（２）見積りに用いた仮定（割引率）について、どのような指標を利用して

いるかを記載するとともに、その変動が連結財務諸表に与える影響を

具体的に記載

前連結会計年度末
（2019年3月31日）

（％）

当連結会計年度末
（2020年3月31日）

（％）
割引率 0.8 0.8 
昇給率 1.0 0.9 

当連結会計年度末における確定給付制度債務への影響額
割引率が0.5％下降すると 24,849 百万円の増加
割引率が0.5％上昇すると 21,938 百万円の減少

【連結財務諸表注記】※ 一部抜粋

19．従業員給付 ※一部抜粋

5-30

（２）

（１）

ＩＦＲＳ



５．「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（MD＆A）」 (３) 「重要な会計上の見積り」の開示例

東京電力ホールディングス株式会社 有価証券報告書（2020年3月期） P34

(a) 会計上の見積方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、期間定額基準によっており、過去勤務費用は、主としてその発生時に全額を費用処理して

いる。数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（３年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の当連結会計年度から費用

処理している。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお

けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。

退職給付債務の計算において使用する割引率は、期末の国債及びダブルＡ格社債の利回り（指標利

率）を基に決定しており（2019年度は1.0％を採用）、年金資産の長期期待運用収益率は、運用方針や

保有している年金資産のポートフォリオ及び過去の運用実績等を基に決定している（2019年度は2.5％

を採用）。

【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ※ 一部抜粋

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 ※ 一部抜粋

ロ．退職給付に係る負債

▪ 見積りに用いた仮定（割引率、年金資産運用収益率）について、どのような
指標を利用しているかを記載するとともに、その変動が連結財務諸表に与え
る影響を具体的に記載

(c) 変動により生じる影響

上記により、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

会計方針に基づき、数理計算上の差異は発生年度より３年間で定額償却しており、変動影響は以

下のとおりである。

退職給付債務への影響 退職給付費用への影響（年）

割引率変更0.1％あたり 110億円程度 40億円程度
年金資産運用収益率の差異1.0％あたり 50億円程度 20億円程度
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！ 最新版は金融庁ウェブサイトに掲載しています。 https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html

！ 開示の好事例としての公表をもって、開示例の記載内容に誤りが含まれていないことを保証するものではありません。


